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１．政府からのお知らせ 

--------------------------------------- 

■第３回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について 

 

 令和４年１０月２５日、「第３回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」

を開催しました。 

 

 第３回では、 法人の自律的ガバナンスについて法人からのヒアリング等を行いました。 

 会議の概要は以下のとおりです。 

 

（１）法人からのヒアリング 

 ・（公財）パブリックリソース財団  

法人から資料１に沿って、非営利組織におけるガバナンスにおいては、「単にルールに沿

う、不祥事を防ぐだけではなく、インパクトを与えるようなガバナンスであること」、「意

思決定、執行、監査が明確に分けられていること」、「理事会の活性化を図ること」等が重

要との意見がありました。  

また、事業の変更認定申請と変更届出の違いを多くの公益法人において正しく理解され

ているとは言えないことが、柔軟な対応を困難にしているのではないかとの意見がありま

した。  

（委員からの個人が法人の活動をチェックするのは困難なため、個人に代わって法人の活

動をチェックし、個人の寄附を配分する取組は大事との発言について）個人が法人の活動

についてわかりやすくアクセスできるデータベースを作っていくことが重要との発言が

ありました。 

 

（２）委員プレゼンテーション 

・岡野委員 



岡野委員から資料２に沿って、経済同友会の組織運営の現状と課題の紹介がありまし

た。また、外部理事を活用して内部統制を行っている事例の紹介もありました。  

・菅野委員  

菅野委員から資料３に沿って、インパクト測定・マネジメントの現状と公益法人による

活用可能性について、事例も紹介しつつ、説明がありました。 

 

（３）法人の自律的ガバナンスの現状と課題について 

事務局から資料４に沿って、公益法人における自律的ガバナンスの方向 性検討（５、

６ページ）及び機関設計、透明性向上・DX 推進について説明を行いました。 

 

（４）意見交換 

各委員から、 

・企業役員は十分な報酬とともに責任も負うが、他方、公益法人はほぼ無給で役員を務め

る方が多い。役員になってもらう方には、法人の活動について関心を持ち、好きになって

もらうことが重要。  

・情報開示が重要であるとともに、ミッション・バリューを一覧的に見ることのできるデ

ータベースがあるとよい。社会のチェックも入れることで法人の活動の周知にもつなが

り、ひいては公益法人運営への有用な人材登用にもつながると考えられる。  

・現行制度は公益法人、NPO 法人、一般法人と縦割りになっているが、これらを横串にす

ることは難しいか。 

・公益認定等委員会のためだけではなく、セオリー・オブ・チェンジといったインパクト

測定・マネジメントにも拡張できるような、公益法人のためにもなるシステムの構築、DX

の推進を進めてもらいたい。 

・評議員会が公益財団法人の最高議決機関ということに違和感。評議員の位置付けについ

てはよく議論すべき。  

等の意見がありました。 

 

第４回は、１１月９日に開催予定です。 

 

・新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html 
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